
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 足場に取り付けるための取付部材と、先端部材と、前記取付部材と前記先端部材との間
に位置する中間部材とを備え、
　前記中間部材の後端を前記取付部材に該中間部材が水平方向に回転自在となるように連
結し、
　前記先端部材の後端を前記中間部材の先端に該先端部材が水平方向に回転自在となるよ
うに連結し、前記先端部材及び前記中間部材を所定の回転角度で保持させる保持手段を設
けたことを特徴とするはね出し足場用ブラケット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主として枠組足場に取り付けられるはね出し足場用ブラケット（以下、単に「
ブラケット」という）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のブラケット１００は、図１５に示すように、クランプ１０１の付いた取付部材１０
２、水平部材１０３及び斜材１０４を連結して構成されていた。このブラケット１００は
、枠組足場Ａの脚管Ａ１にクランプ１０１を把持させることにより枠組足場Ａから水平に
突設されるものである。
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【０００３】
ところで、図１６乃至図１８に示すように、鉄骨構造の建物Ｂの建築工事において、立体
的に組み上げられた鉄骨部材Ｂ１に外壁パネルＣを取り付ける場合には、その前段階とし
て胴縁Ｂ２を鉄骨部材Ｂ１に取り付ける等の作業（以下、前段階工事という）が必要にな
る。
【０００４】
この前段階工事では、枠組足場Ａと鉄骨部材Ｂ１との離間距離が大きいので、作業を安全
かつ能率的に行うために、図１６及び図１７に示すように、長尺のブラケット１００ａを
枠組足場Ａに固定し、該ブラケット１００ａの先端に足場板Ｄを取り付ける一方、足場板
Ｄと枠組足場Ａの間に安全ネットＥを張るようにしていた。
【０００５】
前段階工事が終了し、外壁パネルＣを枠組足場Ａと建物Ｂとの間に吊り下げて建物Ｂに取
り付ける場合には、外壁パネルＣの取り付けスペース及び取り付け作業スペースを確保す
るために、図１８及び図１９に示すように、ブラケット１００を長尺のもの１００ａから
短尺のもの１００ｂに替える。
【０００６】
また、外壁パネルＣの取付作業が完了した後、ベランダＦを枠組足場Ａと建物Ｂとの間に
吊り下げて外壁パネルＣに取り付ける場合には、図２０及び図２１に示すように、短尺の
ブラケット１００ｂを枠組足場Ａから取り外して、枠組足場ＡのみでベランダＦの取付作
業を行う。
【０００７】
また、ベランダＦの取付作業が完了した後、外壁廻りのコーキングを行う場合には、図２
２及び図２３に示すように、ブラケット１００ｃを取り付けて足場板Ｄを外壁パネルＣに
近接させる必要がある。このときのブラケット１００ｃは、コーキングの作業効率等を考
慮して、ブラケット１００ａ及び１００ｂの中間の長さのものが用いられる。
【０００８】
また、図２４に示すように、上部オーバーハング形式の建物Ｂの場合には、二重足場にす
る必要があるが、仮設工事のコストが高くなるという問題があった。
【０００９】
更に、図２５及び図２６に示すように、落下事故の安全対策として落下養生を行う場合に
は、落下養生に適した長さのブラケット１００ｄを取り付ける必要がある。
【００１０】
このように、従来のはね出し足場用のブラケット１００は、外壁工事を行う場合には、長
さの異なる複数種類のもの１００ａ～１００ｄを用意して、何回も盛替え工を行う必要が
あるので、仮設材の組立及び解体に多大な手間を要し、また、仮設材の数が増加して運送
に手間がかかり、更に、大きな保管スペースが必要になるという問題があった。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、前記問題点を解決するために、現場内に持ち込む仮設材の数を減少できて現場
内環境を向上させ、また、現場周辺の運搬車の通行量も減らすことができるブラケットを
提供する。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記課題解決のため本発明は、以下のブラケットを提供するものである。
【００１３】
はね出し足場用ブラットは、足場に取り付けるための取付部材と、先端部材と、前記取付
部材及び前記先端部材の間に位置する中間部材とを備え、前記中間部材の後端を前記取付
部材に該中間部材が水平方向に回転自在となるように連結し、前記先端部材の後端を前記
中間部材の先端に該先端部材が水平方向に回転自在となるように連結し、前記先端部材及
び前記中間部材を所定の回転角度で保持させる保持手段を設けたことを特徴とする。

10

20

30

40

50

(2) JP 3861196 B2 2006.12.20



【００１４】
前記はね出し足場用ブラットにおいて、前記中間部材を前記取付部材に、前記先端部材を
前記中間部材にそれぞれ着脱自在に連結し、前記先端部材の後端を前記取付部材に該先端
部材が水平方向に回転自在に、且つ、着脱自在に連結し、前記先端部材を所定の回転角度
で保持し得るように構成するのが望ましい。
【００１５】
また、前記はね出し足場用ブラットにおいて、前記先端部材の先端から伸縮水平部材を突
出させるのが望ましい。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
図１及び図２に示すように、ブラケット１は、枠組足場Ａ（足場の一例）の脚管Ａ１に取
り付けられるものであって、取付部材２と中間部材３をヒンジ４にて着脱自在に連結し、
中間部材３と先端部材５をヒンジ４にて着脱自在に連結し、先端部材５に伸縮水平部材６
を取り付けて構成されている。
【００１８】
取付部材２は、円形管にて形成された取付用縦部材２ａを有し、該取付用縦部材２ａの前
部には円筒状のヒンジ軸受け２ｂが固定され、取付用縦部材２ａの後部にはクランプ２ｃ
が固定されている。
【００１９】
中間部材３は、それぞれが円形管にて形成された水平部材３ａ、斜め材３ｂ、前側縦部材
３ｃ及び後側縦部材３ｄを連結して台形状に形成され、前側縦部材３ｃの前部には軸受け
３ｅが固定され、後側縦部材３ｄの後部にはヒンジ軸３ｆが固定されている。また、後側
縦部材３ｄには保持手段７が設けられている。該保持手段７は、後側縦部材３ｄにボルト
挿通孔７ａを貫設し、該ボルト挿通孔７ａの挿入口にナットを固定してねじ孔７ｂを形成
し、保持ボルト７ｃをボルト挿通孔７ａに挿通してねじ孔７ｂに螺合することにより構成
されている。
【００２０】
先端部材５は、それぞれが円形管にて形成された水平部材５ａ、斜め材５ｂ及び縦部材５
ｃを連結して三角形状に形成され、縦部材５ｃの後部にはヒンジ軸５ｄが固定されている
。また、縦部材５ｃには保持手段７が設けられている。該保持手段７は、縦部材５ｃにボ
ルト挿通孔７ａを貫設し、該ボルト挿通孔７ａの挿入口にナットを固定してねじ孔７ｂを
形成し、保持ボルト７ｃをねじ孔７ｂに螺合すると共にボルト挿通孔７ａに挿通して構成
されている。
【００２１】
また、図２の矢印で示すように、中間部材３のヒンジ軸３ｆを取付部材２の軸受け２ｂに
上から着脱自在に挿入することによりヒンジ４が形成されている。また、保持手段７の保
持ボルト７ｃを締め付けて保持ボルト７の先端を軸受け２ｂの外周面に圧接して摩擦係合
することにより、中間部材３が任意の回転角度で保持させるようになっている。
【００２２】
図２の矢印で示すように、先端部材５のヒンジ軸５ｄを中間部材３の軸受け３ｅに上から
着脱自在に挿入することにより、先端部材５と中間部材３を連結するヒンジが形成される
。また、上述のように保持手段７の保持ボルト７ｃを締め付けることにより先端部材５を
任意の回転角度で保持し、また、保持ボルト７ｃを緩めて先端部材５の回転を可能にする
。
【００２３】
伸縮水平部材６は、先端部材５の水平部材５ａの先端開口部から水平部材５ａ内に挿入さ
れ、水平部材５ａの先端からの突出量の調整が可能になっており、係止手段８にて先端部
材５に保持されるようになっている。係止手段８は、図１（ｃ）のように、伸縮水平部材
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６にボルト挿通孔８ａを穿設し、該ボルト挿通孔８ａの挿入口にナットを固定してねじ孔
８ｂを形成し、係止ボルト（蝶ボルト）８ｃをねじ孔８ｂに螺合すると共にボルト挿通孔
８ａに挿通して構成され、係止ボルト８ｃを螺進させて係止ボルト８ｃの先端を水平部材
５ａの外周面に圧接して摩擦係合することにより、伸縮水平部材６を任意の突出寸法で保
持する。
【００２４】
図１（ａ）に示すように、中間部材３の長さＬ１と先端部材５の長さＬ２と伸縮水平部材
６の最大突出長Ｌ３との関係は、Ｌ１＞Ｌ２＞Ｌ３に設定され、例えば、Ｌ１が５００ mm
のときは、Ｌ２が３００ mmに、Ｌ３が２５０ mmにそれぞれ設定される。
【００２５】
また、足場材に必要な強度は、伸縮水平部材６、先端部材５、中間部材３の順の大きくな
るように設定されている。
【００２６】
図３は、枠組足場Ａの縦管Ａ１を取付部材２のクランプ２ｃで把持して、ブラケット１を
枠組足場Ａから突出させるときの使用態様を示している。
【００２７】
同図（ａ）は、中間部材３及び先端部材５を同一直線上に位置させ、伸縮水平部材６を先
端部材５から突出させることにより、ブラケット１の突出長 Lを最大にした状態に示して
いる。
【００２８】
同図（ｂ）は、中間部材３及び先端部材５を同一直線状に位置させ、伸縮水平部材６を縮
めた状態を示す。
【００２９】
同図（ｃ）は、中間部材３を内側に９０度回転させて枠組足場Ａに沿わせ、先端部材５を
外側に９０度回転させて枠組足場Ａから突出させ、伸縮水平部材６を先端部材５から突出
させた状態を示す。
【００３０】
同図（ｄ）は、中間部材３を内側に９０度回転させて枠組足場Ａに沿わせ、先端部材５を
外側に９０度回転させて枠組足場Ａから突出させ、伸縮水平部材６を縮めた状態を示す。
【００３１】
同図（ｅ）は、中間部材３を枠組足場Ａから突出させ、先端部材５を内側に９０度回転さ
せて枠組足場Ａに沿わせた状態を示す。
【００３２】
同図（ｆ）は、中間部材３を取り外し、先端部材５を取付部材２に直接取り付け、先端部
材５を枠組足場Ａから突出させ、伸縮水平部材６を先端部材５から突出させた状態を示す
。この場合、中間部材３のヒンジ軸３ｆを取付部材２の軸受け２ｂから引き抜いて中間部
材３を取付部材２から分離し、また、先端部材５のヒンジ軸５ｄを中間部材３の軸受け３
ｅから引き抜いて先端部材５を中間部材３から分離した後、先端部材５のヒンジ軸５ｄを
取付部材２の軸受け２ｂに挿入することにより先端部材５と中間部材３とをヒンジ４にて
連結する。また、同図（ｇ）は、伸縮水平部材６を縮めた状態を示す。
【００３３】
なお、中間部材３及び先端部材５を回転させるときには保持ボルト７ｃを緩め、回転後は
保持ボルトを締め付けて中間部材３及び先端部材５を固定する。
【００３４】
図４は、外壁パネルＣを取付ける前の前段階工事を行うための足場板Ｄの位置及びブラケ
ット１の状態を示す。すなわち、例えば、Ｓ造の建物Ｂに胴縁Ｂ２等の補助材等を取り付
ける場合には、ブラケット１を図３（ａ）の状態にして、ブラケット１の先端の上に足場
板Ｄを固定する。また、足場板Ｄと枠組足場Ａとの間に安全ネットＥを張る。なお、作業
者の作業スペースの確保などの理由から、一部のブラケット１を、図３（ｂ）の状態にし
ても良い。
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【００３５】
前段階工事の終了した後、外壁パネルＣを取り付ける場合には、安全ネットＥを撤去した
後、図５に示すように、ブラケット１を図３（ｃ）の状態する。この場合には、図６の２
点鎖線のように、ブラケット１に足場板Ｄを固定したまま同レベルのブラケット１を同時
に折り曲げるようにすれば、足場板Ｄの取り付け・取り外しの手間を省くことができる。
そして、外壁パネルＣは、クレーンで吊り下げ、図５の矢印のように、建築物Ｂと枠組足
場Ａとの間に降下させる。なお、作業者の作業スペースの確保などの理由から、全てのブ
ラケット１を図３（ｃ）の状態にする必要はない。
【００３６】
外壁パネルＣの取り付けが完了した後、ベランダＦを取り付ける場合には、図７に示すよ
うに、足場板Ｄを撤去し、ブラケット１の中間部材３を内側に９０度回転させて枠組足場
Ａに沿わせ、先端部材５を中間部材３から取り外し、枠組足場ＡのみでベランダＦの取付
作業が進められる。ベランダＦはクレーンで吊り下げ、建築物Ｂと枠組足場Ａとの間に降
下させる。なお、図７に示すように、比較的強度の大きい中間部材３を突出させてベラン
ダＦの取り付け部材を支持するのに利用しても良い。
【００３７】
次に、外壁廻りのコーキングを行う場合には、図８及び図９に示すように、中間部材３を
９０度回転させて枠組足場Ａから突出させ、ブラケット１を図３（ｅ）の状態にして足場
板Ｄを外壁パネルＣに近接させる。
【００３８】
このように、本実施形態のブラケット１によれば、中間部材３及び先端部材５の回転及び
保持ボルト７ｃの操作のみで枠組足場Ａからブラケット１の突出長を調整できるので、作
業能率が向上する。また、枠組足場Ａからブラケット１を突出させた状態から９０度回転
させてブラケット１を枠組足場Ａに沿わせることができるので、枠組足場Ａと建物Ｂとの
隙間を有効に利用できる。
【００３９】
図１０はＳＲＣ構造の建物Ｂに用いた場合の応用例を示している。ＳＲＣ構造の場合には
鉄骨梁Ｓ１の周囲に配筋した後にコンクリートを打設するのであるが、片ハンガーＧを鉄
骨梁Ｓ１に取り付け、該片ハンガーＧ間に足場板を掛け渡すことにより、図１０のように
作業者は梁鉄骨Ｓ１の両側に位置でき、鉄骨梁Ｓ１の配筋の作業能率を向上させることが
できる。また、主筋Ｒ１を支持する支持体Ｇ１を片ハンガーＧに取り付けることにより、
配筋の作業能率を更に向上させることができる。配筋作業が完了した後は、ブラケット１
から片ハンガーを取り外す。また、外壁等のコンクリートＨを打設する際には、ブラケッ
ト１を図３（ｄ）の状態に設定し、コンクリートＨの打設後はブラケット１を落下養生に
用いても良い。
【００４０】
図１１はＳＲＣ構造の建物Ｂに用いた場合の他の応用例を示し、ブラケット１にＬ型取付
部材Ｊを自在クランプにて取り付けることにより鉄骨梁Ｓ１の両側での配筋作業を可能に
し、また、鉄骨梁Ｓ１に鉄骨クランプ（チェーン用クランプ）を取り付け、該鉄骨クラン
プからチェーンＫを吊して該チェーンＫによってブラケット１を支持することにより、ブ
ラケット１へのＬ型取付部材Ｊの取付状態を安定させることができる。外壁コンクリート
や梁コンクリート等を打設する際には、ブラケット１を図３（ｄ）の状態にする。
【００４１】
図１２は、ブラケット１をオーバーハング形式の建物Ｂに使用した例を示している。枠組
足場Ａを二重足場にする必要がなくなり、図１２の足場と図２０の従来のものとを比較し
た場合には、仮設材量、仮設材の組立・解体の手間及び仮設材の運送量を大幅に減少させ
ることができる。
【００４２】
図１３及び図１４は、図３（ｇ）の状態にしたブラケット１（２点鎖線で示す）を落下養
生をした図を示す。この落下養生は、ブラケット１間に足場板を掛け渡したり、安全ネッ
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トを張って行われる。落下養生後に盛替工を行う場合には、実線示すように先端部材４を
回転させて枠組足場Ａに沿わせる。この場合、ブラケット１を９０度回転できるので、建
物Ｂと枠組足場Ａとの隙間を有効に使用できる。
【００４３】
【発明の効果】
本発明のブラケットによれば、中間部材や先端部材を回転させて足場（枠組足場）からの
ブラケットの突出長を変えることができるので、建物の外壁パネル工事等のように工事の
進行に伴って足場板等の位置を変える必要がある場合には、ブラケットを付け替えること
なく、これに対処でき、長さの異なる複数種のブラケットを用意する必要がなく、盛替工
が簡単になって作業能率が向上する。また、現場内に持ち込む仮設材の数を減少できて現
場内環境を向上させ、また、現場周辺の仮設材の運搬車の通行量も減らすことができる。
【００４４】
また、前記先端部材の後端を前記取付部材に連結すれば、ブラケットの突出長の種類を更
に増やすことができる。
【００４５】
また、先端部材の先端から伸縮水平部材を突出させるとすれば、足場板等の位置の微調整
ができ、作業能率を更に向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は本発明の一実施形態のブラケットの正面図、（ｂ）は（ａ）のＸ部分の
一部切欠した拡大図、（ｃ）は（ａ）のＹ部分の一部切欠した拡大図である。
【図２】本発明の一実施形態のブラケットの分解した正面図である。
【図３】（ａ）乃至（ｇ）は本発明の一実施形態のブラケットの使用態様を示す平面図で
ある。
【図４】本発明の一実施形態のブラケットを用いた外壁パネルの取付工事を示す正面図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態のブラケットを用いた外壁パネルの取付工事を示す正面図で
ある。
【図６】本発明の一実施形態のブラケットを用いた外壁パネルの取付工事を示す平面図で
ある。
【図７】本発明の一実施形態のブラケットを用いた外壁パネルの取付工事を示す正面図で
ある。
【図８】本発明の一実施形態のブラケットを用いた外壁パネルの取付工事を示す正面図で
ある。
【図９】本発明の一実施形態のブラケットを用いた外壁パネルの取付工事を示す平面図で
ある。
【図１０】本発明の一実施形態のブラケットを用いたＳＲＣ構造の建物の施工作業を示す
正面図である。
【図１１】本発明の一実施形態のブラケットを用いたＳＲＣ構造の建物の施工作業を示す
正面図である。
【図１２】本発明の一実施形態のブラケットを用いたオーバーハング形式の建物の施工作
業を示す正面図である。
【図１３】本発明の一実施形態のブラケットを落下養生に使用した状態を示す平面図であ
る。
【図１４】本発明の一実施形態のブラケットを落下養生に使用した状態を示す正面図であ
る。
【図１５】従来のブラケットの正面図である。
【図１６】従来のブラケットを用いた外壁パネルの取付作業を示す正面図である。
【図１７】従来のブラケットを用いた外壁パネルの取付作業を示す平面図である。
【図１８】従来のブラケットを用いた外壁パネルの取付作業を示す正面図である。
【図１９】従来のブラケットを用いた外壁パネルの取付作業を示す平面図である。
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【図２０】従来のブラケットを用いた外壁パネルの取付作業を示す正面図である。
【図２１】従来のブラケットを用いた外壁パネルの取付作業を示す平面図である。
【図２２】従来のブラケットを用いた外壁パネルの取付作業を示す正面図である。
【図２３】従来のブラケットを用いた外壁パネルの取付作業を示す平面図である。
【図２４】従来のブラケットを用いたオーバーハング形式の建物の施工作業を示す正面図
である。
【図２５】従来のブラケットを落下養生に用いた状態を示す平面図である。
【符号の説明】
Ａ　　　枠組足場
１　　　ブラケット
２　　　取付部材
３　　　中間部材
４　　　ヒンジ
５　　　先端部材
６　　　伸縮水平部材
７　　　保持手段
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(8) JP 3861196 B2 2006.12.20



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】
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